
 

令 和 ６ 年 度 沖 縄 県 食 品 衛 生 監 視 指 導 計 画 の 実 施 結 果 （ 概 要 ）  
 

保健医療介護部 薬務生活衛生課  
 
 沖縄県では、「令和６年度沖縄県食品衛生監視指導計画」（以下「監視指導計画」

という）に基づき、食品営業施設等に対する監視指導及び食品収去検査等を実施

しましたので、その結果の概要を公表します。 
 
１．監視指導 

沖縄県下の５保健所及び２食肉衛生検査所が食品営業施設、と畜場及び食

鳥処理場に対し、衛生監視指導を行いました。 
 

（１） 食品営業施設については、目標値 6,363 件に対し、7,432 件の監視指導

を行いました。 
→食品営業施設の年間監視指導結果（別紙 1） 
 

（２） と畜場については、稼働施設６施設に対し合計 60 回、大規模食鳥処理

場については、稼働施設２施設に対し合計 24 回の監視指導を行いまし

た。また、小規模食鳥処理場については、稼働施設 13 施設に対し合計

12 回の監視指導を行いました。 
→と畜場及び食鳥処理場への監視指導結果（別紙 2） 

 
２．食品の収去検査 

食品の安全を確保するため、保健所、衛生環境研究所及び食肉衛生検査所

で食品の検査を行いました。目標値 1,015 検体に対し、1,049 検体の収去検査

を行いました。 
→食品の収去検査結果（別紙 3） 

 
３．食品表示監視  

 販売施設を中心に食品表示（衛生事項）について食品表示監視を実施しま

した。目標年 2,000 品目に対し、3,232 品目点検しました。 
        →食品表示監視（相談）実績（別紙４） 
 
４．食品衛生思想の普及 

各保健所等において、食品等事業者や消費者を対象に、272 回の食品衛生講

習会を開催しました。 



【別紙１】令和6年度　食品営業施設の年間監視指導結果

ラ
ン
ク

標準監視回数
該当業種等

施設数 標準監視
件数

監視実績
数

達成率(%) 備　　　　　考

1
過去１年間に食品衛生法違反によ
り行政処分あるいは文書による行
政指導をうけた営業施設

11 11 15 136%

2
Aランクの項目に二つ以上該当する
施設 3 3 2 67%

3
食肉処理業のうち、と畜場及び食鳥
処理場に附属する施設 22 22 38 172%

36 36 55 153%

1
過去１年間に苦情や食中毒疑いが
発生した施設（食中毒の危害除去
が不十分な施設に限る）

0 0 6 0

2
広域流通食品又は大量の食品を調
理・製造する施設 613 306 389 127%

3
重点的食中毒対策施設に該当する
施設 99 50 43 86%

飲食店営業のうち、カンピロバク
ターによる食中毒の発生の恐れ
がある施設
（過去にカンピロバクター食中毒
疑いで調査した施設）

4 ふぐ処理施設 20 10 2 20%

5 輸出認定施設 0 0 0 0

6
旧営業報告から新設許可業種（漬物製
造業、液卵製造業、密封包装食品製造
業に限る）に移行する施設

412 206 41 20%
経過措置期間終了日
令和６年５月31日

7
上記以外で重点監視を必要とする
営業又は施設 510 255 268 105%

1,654 827 749 91%

1

Sランク及びAランクに該当しない営
業許可施設

－ 4,500 6,255 139%

2
営業届出施設等
（食料品製造業等から新設許可業
種への移行調査を含む）

－ 1,000 373 37%

5,500 6,628 121%

6,363 7,432 117%

S 1回以上／年

０．5回以上／年

合計

Sランク計

０．２回以上／年B

A

Aランク計

Bランク計



【別紙２】令和６年度　と畜場及び食鳥処理場監視指導件数

対象施設 標準監視回数 施設数 計画数 監視実績 達成率

と畜場 12回／年 6 72 60 83%

大規模食鳥処理場 12回／年 2 24 24 100%

認定小規模食鳥処理場 １回／年 13 13 12 92%

－ 109 96 88%合計



【別紙３】令和６年度　食品収去検査結果

計画 実績

水産物及びその加工品
細菌検査（規格基準、食中毒等） 13

残留農薬等 0

理化学検査
（食品添加物、その他）

24

畜産品及びその加工品
細菌検査（規格基準、食中毒等） 55

残留農薬等 0

理化学検査（食品添加物） 638

農産物及びその加工品
細菌検査（規格基準、食中毒等） 29

残留農薬等 15

理化学検査（食品添加物） 0

その他の食品
細菌検査（規格基準、食中毒等） 362

残留農薬等 0

理化学検査（食品添加物） 21

計 1015 1,049 1,157

達成率 103%

対象食品等
収去品目数

検査の内容

37 38
魚介類及び魚介類加工品
冷凍食品

332 403
菓子類
清涼飲料水、酒精飲料、氷雪、水、か
ん詰・びん詰食品、その他の食品（そ
うざい等の複合調理品含む）、添加物
及びその製剤

595 559
肉卵類及びその加工品
牛乳、乳製品及び乳類加工品
アイスクリーム類（氷菓を含む）等
（※はちみつを含む）

51 49
穀類及びその加工品
野菜類及びその加工品



【別紙４】食品表示監視（相談）実績

ア
レ
ル
ゲ
ン

期
限
表
示

保
存
方
法

製
造
加
工
者

添
加
物

そ
の
他

1 131 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 143 11 3 2 2 0 1 0 0 4

3 134 1 0 0 1 0 0 0 0 0

4 150 11 0 0 1 2 0 4 0 4

5 39 4 0 1 0 1 0 0 0 2

6 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 54 1 0 1 0 0 0 0 0 0

8 149 34 0 0 0 12 7 9 0 6

9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 57 6 0 0 0 0 2 2 0 2

11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 650 31 3 2 0 8 8 8 0 8

13 58 3 0 0 0 1 0 1 0 0

14 88 1 0 0 0 1 0 0 0 0

15 69 5 0 0 0 0 0 0 0 5

16 87 3 0 0 0 0 1 0 0 2

17 63 9 1 2 0 1 0 4 0 1

18 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0

19 416 24 1 3 0 5 5 9 0 3

20 208 10 2 1 1 2 1 0 0 2

21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 59 4 0 1 0 2 0 0 0 1

26 203 5 0 1 0 0 1 1 0 2

27 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 109 11 0 0 0 1 1 3 0 6

31 111 2 0 0 0 0 0 0 0 1

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3232 178 10 14 5 36 27 42 0 50

食肉

魚介類加工品

記入欄

魚介類

食
衛
法
第
2
0
条
違
反

そ
の
他
の
違
反

食品表示法（衛生事項）点
検
し
た
食
品
数

違
反
件
数

違反内容

品目

乳

卵及びその加工品

食肉製品及び食肉加工品

穀物

アイスクリーム類（八重山）氷菓

乳製品及び乳類加工品

菓子類

もち

めん類

野菜果物乾燥品及び加工品

生鮮野菜及び果物

（上記以外の）穀類加工品

（上記以外の）野菜（八重山）果物の加工品

漬物

豆腐及びその加工品

弁当

そうざい及びその半製品

生食用冷凍鮮魚介類

凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品

冷
凍
食
品

無加熱摂取冷凍食品

凍結前加熱加熱後摂取冷凍食品

酒精飲料

清涼飲料水

かん詰又はびん詰め食品

調味料

水

氷雪

添加物及びその製剤

計

その他の食品


